
　　消費税率（国・地方）が、平成２６年４月１日に５％から８％へ引き上げられたことに伴い、消費税収

（現行分の地方消費税を除く。）については、その使途を明確にし、社会保障財源化することとされてお

り、地方公共団体においても、地方消費税収の引き上げ分をすべて社会保障施策に要する経費に充

てるものとされています。

　　以上の趣旨を踏まえ、令和５年度長万部町一般会計決算における地方消費税市町村交付金（社

会保障財源化分）の社会保障施策経費への充当状況について、下記のとおり報告します。

記

（歳入） 市町村交付金（社会保障財源化分）

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

引上げ分の
地方消費税

（社会保障財源
化分の市町村
交付金）

190,379 130,787 10,139 49,453

心身障害者特別対策費 190,379 130,787 10,139 49,453

70,046 320 7,361 3,730 58,635

社会福祉総務費 0 0 0

老人福祉総務費 45,611 320 7,361 2,429 35,501

地域会館等管理費 0 0 0

その他 24,435 1,301 23,134

233,635 110,895 4,718 12,444 105,578

一般管理費 5,290 282 5,008

社会福祉総務費 30 2 28

心身障害者特別対策費 4,818 257 4,561

児童福祉総務費 12,954 5,585 690 6,679

児童措置費 210,251 105,310 4,718 11,197 89,026

公債費 274 15 259

その他 18 1 17

53,013 2,183 0 0 2,823 48,007

社会福祉総務費 18,912 2,183 1,007 15,722

公債費 14,185 755 13,430

労働諸費 50 3 47

その他 19,866 1,058 18,808

547,073 244,185 0 12,079 29,136 261,673

高齢者福祉事業

令和５年度長万部町一般会計決算における地方消費税市町村交付金（社
会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要す
る経費について

７４,６４５千円

１,４０１,５９０千円

（単位：千円）

事業名 経費

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国道支出金 地方債 その他 その他

社会福祉

障害者福祉事業

児童福祉事業

社会福祉事業

小　　計



【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

引上げ分の
地方消費税

（社会保障財源
化分の市町村
交付金）

（単位：千円）

事業名 経費

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国道支出金 地方債 その他 その他

76,968 32,182 0 4,099 40,687

社会福祉総務費 76,968 32,182 4,099 40,687

105,617 23,238 0 5,625 76,754

後期高齢者医療費 105,617 23,238 5,625 76,754

168,056 10,795 0 8,950 148,311

老人福祉費 168,056 10,795 8,950 148,311

350,641 66,215 0 18,674 265,752

23,102 6,535 1,599 1,230 13,738

心身障害者特別対策費 13,732 3,493 1,540 731 7,968

ひとり親家庭福祉費 3,366 613 28 179 2,546

児童福祉総務費 6,004 2,429 31 320 3,224

462,602 24,637 437,965

保健衛生総務費 2,602 139 2,463

病院事業費 460,000 24,498 435,502

18,172 2,386 693 968 14,125

保健衛生総務費 20 1 19

予防費 18,152 2,386 693 967 14,106

その他 0 0 0

503,876 8,921 2,292 26,835 465,828

1,401,590 319,321 0 14,371 74,645 993,253

医療給付事業

社会保険

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

介護保険事業

小　　計

保健衛生

医療確保事業

疾病予防対策事業

小　　計

合　　計


